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暮らしの情報
修
学
に
必
要
な
技
能
習
得

資
金
を
貸
与
し
ま
す

　

職
業
に
必
要
な
技
能
お
よ
び
知

識
の
習
得
を
援
助
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
っ
て

専
修
学
校
等
で
修
業
す
る
こ
と
が

困
難
な
人
に
対
し
て
、
技
能
習
得

資
金
を
貸
し
付
け
ま
す
。

申
し
込
み
期
限
…
4
月
30
日（
金
）

※
要
件
や
申
し
込
み
方
法
等
、
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
市
民
・
人
権
同
和

対
策
課
人
権
・
同
和
対
策
係 

　
（
TEL 

25

－

2
1
0
5
）

遠
賀
川
の
環
境
保
全
に

　

取
り
組
ん
で
い
る

団
体
を
応
援
し
ま
す

　

河
川
の
水
質
改
善
等
を
目
的
と

し
た
環
境
保
全
活
動
を
行
う
住
民

団
体
等
に
、
そ
の
活
動
費
を
助
成

し
ま
す
。

対
象
…
支
流
を
含
む
遠
賀
川
流
域

で
環
境
保
全
活
動
を
行
っ
て
い

る
、
ま
た
は
今
後
行
お
う
と
す

る
会
員
数
5
人
以
上
の
団
体

対
象
活
動
…
除
草
・
清
掃
活
動
、

水
質
・
生
物
調
査
、
普
及
啓
発

活
動
等

※
他
か
ら
の
助
成
を
受
け
て
い
る

活
動
は
除
く

対
象
期
間
…
6
月
〜
来
年
1
月

助
成
金
…
1
団
体
あ
た
り
上
限

10
万
円

申
し
込
み
期
限
…
4
月
23
日（
金
） 

問
い
合
わ
せ
…
北
九
州
市
上
下
水

道
局
水
質
試
験
所 

　
（
TEL 

0
9
3

－

6
4
1

－

5
9
4
8
）

市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の

一
部
ダ
イ
ヤ
見
直
し

　

4
月
よ
り
次
の
と
お
り
変
更
し

ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

変
更
…
▽
鴨
生
田
団
地
線
＝
ダ
イ

ヤ
見
直
し
お
よ
び
運
行
便
数
を

1
日
9
往
復
か
ら
1
日
8
往
復

に
変
更　

▽
赤
地
新
入
線
＝
ダ

イ
ヤ
見
直
し 

問
い
合
わ
せ
…
商
工
観
光
課
工

業
・
交
通
係

　
（
TEL 

25

－

2
1
5
7
）

注
意
し
て
く
だ
さ
い
！

イ
ノ
シ
シ
駆
除
を

行
っ
て
い
ま
す

　

市
内
の
山
間
部
で
は
イ
ノ
シ
シ

が
出
没
し
、
農
作
物
に
被
害
を
与

え
て
い
ま
す
。
こ
の
被
害
を
防
ぐ

た
め
に
、
銃
器
に
よ
る
イ
ノ
シ
シ

駆
除
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ハ
イ
キ

ン
グ
や
登
山
な
ど
で
山
に
入
る
と

き
は
、
目
立
つ
服
装
を
し
た
り
、

ラ
ジ
オ
の
音
量
を
大
き
く
す
る
な

ど
し
て
、
十
分
に
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。 

駆
除
実
施
区
域
…
頓
野
、上
頓
野
、

畑
、
永
満
寺
、
上
境
、
下
境
、

中
泉
、
上
新
入
、
下
新
入
、
植

木
の
山
間
部

問
い
合
わ
せ
…
農
業
振
興
課
農
業

振
興
係

　
（
TEL 

25

－

2
1
6
0
）

一
日
使
用
券
で

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
を
存
分
に

　

植
木
桜
づ
つ
み
公
園
パ
ー
ク
ゴ

ル
フ
場
の
一
日
使

用
券
を
4
月
か
ら

導
入
し
ま
す
。
終

日
の
利
用
が
可
能

で
す
。
ラ
ウ
ン
ド

制
限
も
あ
り
ま
せ

ん
。
ぜ
ひ
、お
楽
し

み
く
だ
さ
い
。 

料
金
…
▽
大
人
8
0
0
円　

▽
小

人
5
0
0
円

と
こ
ろ
・
問
い
合
わ
せ
…
植
木
桜

づ
つ
み
公
園
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

　
（
TEL 

22

－

1
6
2
2
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

休
日
受
け
取
り
・

　

申
請
が
で
き
ま
す

　

平
日
に
窓
口
に
来
ら
れ
な
い
人

の
た
め
に
休
日
開
庁
し
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
事
務
を
行

い
ま
す
。
た
だ
し
、
電
話
で
の
予

約
が
必
要
で
す
。

《
取
り
扱
い
業
務
》

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け

取
り

対
象
…
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

受
け
取
り
の
案
内
（
は
が
き
・

封
書
）
が
届
い
て
い
る
人

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

　

申
請
用
顔
写
真
の
無
料
撮
影
を

行
っ
て
い
ま
す
。

対
象
…
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

ま
だ
持
っ
て
い
な
い
人
（
申
請

中
の
人
は
除
く
）

《
共
通
》

と
き
…
4
月
25
日
（
日
）

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

と
こ
ろ
…
市
庁
舎
1
階

予
約
・
問
い
合
わ
せ
…
市
民
・
人

権
同
和
対
策
課
市
民
年
金
係

　
（
TEL 

25

－

2
1
1
0
）

二
酸
化
炭
素
排
出
実
態

統
計
調
査（
家
庭
部
門
）に

ご
協
力
く
だ
さ
い 

　

環
境
省
で
は
、
家
庭
か
ら
の
二

酸
化
炭
素
排
出
量
や
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
量
の
実
態
を
把
握
す
る
た

め
、全
国
で
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

調
査
対
象
と
な
っ
た
世
帯
に
は
調

査
員
が
訪
問
し
、
調
査
員
証
を
提

示
し
た
う
え
で
調
査
協
力
の
依
頼

を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。 

調
査
期
間
…
4
月
〜
来
年
3
月

問
い
合
わ
せ
…
㈱
イ
ン
テ
ー
ジ
リ

サ
ー
チ
（
本
調
査
委
任
先
）

　
（
TEL 

0
1
2
0

－

3
0
5

－

1
0
5
）

訂
正
と
お
詫
び

　
市
報
の
お
が
た
令
和
３
年
３

月
１
日
号
５
ペ
ー
ジ
「
４
月
１

日
付
の
市
役
所
組
織
改
正
」
記

事
に
つ
い
て
、
左
記
の
と
お
り

一
部
記
載
内
容
に
誤
り
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、こ
こ
に
訂
正
し
、

お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

該
当
箇
所
…
奨
学
金
に
関
す
る

業
務
の
所
管
に
つ
い
て

　
誤
：
教
育
総
務
課

　
正
：
学
校
教
育
課

ï65 歳になったら「のおがた元気ポイント」で健康長寿！20 ポイントで 2000 円分の商品券と交換…高齢者支援係（25-2391）

　

次
の
方
よ
り
、
寄
附
が
寄
せ

ら
れ
ま
し
た
。

寄
附
金
の
お
礼

株
式
会
社

ケ
ー
イ
ー
テ
ィ  

様

明
治
安
田
生
命相

互
会
社　

様

奥
野 

徹
子　

様

絵
手
紙
教
室
Ａ
・
Ｂ　

様

坂
之
上 

直
也　

様
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暮らしの情報参加料などについては、特に記載がないものは無料です。

　　毎週木曜日は窓口延長　　　　　     市民・人権同和対策課、税務課、保険課等は午後 7 時まで 

成人用肺炎球菌予防接種
問い合わせ…健康長寿課健康推進係（TEL 25-2115）

　

肺
炎
の
発
症
や
重
症
化
予
防
の
た
め
、
予
防
接
種
を
受
け

ま
し
ょ
う
。
予
防
接
種
が
受
け
ら
れ
る
医
療
機
関
等
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
予
防
接
種
と
は
異
な
る
予
防
接

種
で
す
。

期
間
…
来
年
３
月
31
日

料
金
…
２
５
０
０
円

※
生
活
保
護
受
給
者
は
、
生
活
保
護
受
給
証
明
書
が
あ
れ
ば

無
料

対
象
…
肺
炎
球
菌
の
予
防
接
種(
23
価
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
）

を
今
ま
で
に
受
け
た
こ
と
が
な
い
人
で
、
次
の
①
ま
た
は

②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

▽
65
歳
＝
昭
和
31
年
４
月
２
日
～
昭
和
32
年
４
月
１
日 

▽
70
歳
＝
昭
和
26
年
４
月
２
日
～
昭
和
27
年
４
月
１
日 

▽
75
歳
＝
昭
和
21
年
４
月
２
日
～
昭
和
22
年
４
月
１
日 

▽
80
歳
＝
昭
和
16
年
４
月
２
日
～
昭
和
17
年
４
月
１
日 

▽
85
歳
＝
昭
和
11
年
４
月
２
日
～
昭
和
12
年
４
月
１
日 

▽
90
歳
＝
昭
和
６
年
４
月
２
日
～
昭
和
７
年
４
月
１
日 

▽
95
歳
＝
大
正
15
年
４
月
２
日
～
昭
和
２
年
４
月
１
日 

▽
100
歳
＝
大
正
10
年
４
月
２
日
～
大
正
11
年
４
月
１
日 

※
来
年
４
月
１
日
時
点
の
年
齢

　

心
臓
や
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
に
重
い
病
気
の
あ
る
人
、
ヒ
ト

免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
日
常
生
活
が
ほ

と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の
障
が
い
を
も
つ
人

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
程
度
）

 

①
次
の
生
年
月
日
に
該
当
す
る
人

 

②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

　　　　押印の義務付けを廃止します。

　市では、市役所での手続きの際に市民の皆さんの負担を軽減するため、原則として押印の義務
付けを廃止します。
※「国・県の法令等で押印が求められているもの」、「押印を求める合理的な理由があるもののうち、押印に代わる
手段がないもの」は除きます。

押印の見直し方針

　押印を義務付けている手続き 1,558 件のうち 1,420 件の手続きにおいて、令和３年４月以降、
押印が不要となります。
※押印の義務付けを廃止した手続き一覧は、市ホームページに掲載しています。
※具体的に、どの手続きで押印の義務付けが廃止となっているか確認される場合は、各担当課へお問い合わせくだ
さい。
　今後も、国・県の見直し状況を踏まえ対応する必要があるもの等について継続的な検討を進め、
利便性の向上および行政手続きの簡素化に努めてまいります。

令和３年４月１日から押印の義務付けを廃止する手続き

　押印を求める合理的な理由として、本人確認、文書の真正性担保などがありますが、押印を代替
する手段として以下のような確認等を実施させていただくことがあります。市民や事業者の皆さま
におかれましては、ご理解とご協力いただきますようお願いいたします。

■本人（事業者）であることを確認するための書類（マイナンバーカード、運転免許証、
社員証等）の確認
■本人（代表者）による自署

押印を代替する手段の例




